
問生涯学習課世界遺産推進室
☎ 63-1681

問秘書広報課広報広聴係
☎ 63-1157

荒尾の宝 万田坑を世界遺産へ !

荒尾干潟探鳥会 成人式 新春バドミントン大会

万田坑世界遺産推薦記念冠事業 申請受付中！
詳しくは市ＨＰへ

明治以前からの西洋の窓口であり、西洋と科学や技術を交流する伝統
のあった長崎には、造船分野では長崎造船所、石炭産業分野では高島炭
坑と端

はし ま
島炭坑が設けられました。

長崎造船所では現存する日本最古の蒸気機関を動力とする曳
ひ き あ
揚げ装置

を備えた小
こすげしゅうせんば
菅修船場、当時の東洋最大のドライドックである第三船

せんきょ
渠、

現在も稼働する日本初の電動クレーン・ジャイアント・カンチレバーク
レーンの導入などにより、国際的にも認められる貨客船の建造に成功。
日本の造船技術はわずか 50 年余りで世界水準に肩を並べました。
1868（明治元）年、蒸気船の燃料として石炭の需要が高まり、佐賀藩

とスコットランド商人トーマス・グラバーは長崎沖の高島に日本初の洋
式海洋炭鉱・高島炭坑を開発しました。その後、高島炭坑の技術を受け
継ぎ、発展させた海底炭坑・端島炭坑を開発。島影が軍艦に似ることか
ら軍艦島と呼ばれた端島炭坑には、最盛期、5,300 人ほどが居住してい
ました。しかし、エネルギー政策の転換により、1974（昭和 49）年に
閉山し、無人島となりました。現在は坑口などの生産施設跡や護岸遺構
が残っています。
その他、長崎造船所最古の建造物である旧

きゅうきがたば
木型場、長崎港を眺望する迎

賓館の占
せんしょうかく
勝閣、トーマス・グラバーのビジネス拠点であり、現存する最

古の木造洋風建築でもある旧グラバー住宅も構成資産に含まれています。

　荒尾干潟では多くの野鳥を
観察できます。市の鳥「シロチ
ドリ」をはじめ、ハマシギやダ
イゼンなどもたくさん飛来し
ています。一緒にバードウォッ
チングを楽しみましょう。

　「敬愛　情熱　知性　明朗」
がテーマの成人式。久しぶり
に同級生と再会し、語り合い
ませんか。未来の荒尾を担う
皆さんのご参加お待ちしてい
ます。

　初心者からベテラン選手ま
でが集うバドミントンのオー
プン大会です。県外からも多
くの選手が出場します。ダブ
ルスとシングルスで優勝を争
います。

【期日】　1 月 11 日（日）
【場所】　蔵満海岸
問日本野鳥の会熊本県支部　
安尾　☎ 090-3015-1420

【期日】　1 月 11 日（日）
【場所】　文化センター
問生涯学習課
☎ 57-8125

【期日】　1 月 18 日（日）
【場所】　市民体育館
問バドミントン協会事務局　
宮本　☎ 090-2855-3574

明治日本の産業革命遺産　九州・山口と関連地域
第 8回　	 長崎エリア

小
こすげしゅうせんば
菅修船場跡

端
はしま
島炭鉱

旧グラバー住宅

シリーズ※分からないことや詳しいことは、問にお問い合わせください。

informations for living Picked Up               くらしの情報　PICK UP   　　  

日 本に住む 20 歳から 60 歳未満の全ての人は国民年金に加入し、保
険料を納めることになっています。（20 歳になる前に就職し、厚生

年金などに加入している人は手続き不要）
　国民年金は、老後の生活保障だけでなく、万が一、病気やケガで障が
いが残ったときや一家の働き手が亡くなったときなど、私たち自身や私
たちの家族を守ってくれます。ただし、加入の届出や保険料の納め忘れ
があると、年金が受けられないこともありますので、忘れず国民年金に
加入し、保険料を納めましょう。
　学生や収入が少ないため保険料を納めることが難しい人は、「学生納付
特例」や「若年者納付猶予」など保険料の支払いを猶予する制度があり
ます。国民年金の加入手続きと併せて申請してください。

20 歳になったら国民年金 問健康生活課国保年金係　☎ 63-1327
　玉名年金事務所　☎ 74-1638

国民健康保険の 70 歳未満の医療費の自己負担限度額が
1月から変わります

問健康生活課国保年金係　
☎ 63-1327

●年金手帳は大切に保管を！
　公的年金制度では、全て
の制度に共通して使われる
基礎年金番号が用いられて
います。加入記録や保
険料の納付状況を管理
する番号で、年金につ
いての手続きに必要
です。大切に保管し
てください。

● 1 月からの自己負担限度額（月額）

所得※ 1区分 区分 限度額

一定以上所得者

901 万円を
超える世帯 ア

252,600 円＋
（総医療費―842,000 円）×１％

【多数回該当※ 2　140,100 円】
600 万円を超え
901 万円以下の

世帯
イ

167,400 円＋
（総医療費―　558,000 円）×１％

【多数回該当　93,000 円】

一　　　般

210 万円を超え
600 万円以下の

世帯
ウ

80,100 円＋
（総医療費―267,000 円）×１％

【多数回該当　44,400 円】

210 万円
以下の世帯 エ 57,600 円

【多数回該当　44,400 円】

住民税非課税世帯 オ 35,400 円
【多数回該当　24,600 円】

所 得区分を細分化することで
それぞれの所得に応じた負

担になるように限度額が変わり
ます。昨年、8 月以降に申請し
た 70 歳未満の人に交付している
「限度額適用認定証」、「限度額適
用・標準負担額減額認定証」の
有効期限は平成 26 年 12 月 31
日までです。1月以降の新しい区
分表示での認定証は、昨年、12
月下旬に郵送していますので、
ご確認ください。

※１_ 基礎控除後の金額。
※２_ 過去 12 カ月間に同一世帯で高額療
養費の支給を 4 回以上受けた場合の 4 回
目以降の限度額。

広報あらおへの感想や意見をお寄せください 問秘書広報課広報広聴係
☎ 63-1157　℻ 63-1145

●提出方法　
感想や意見・名前・住所・年齢・電話番号を記入し、
郵送、FAX、E メールのどれかで提出。
※様式は自由。
●提出先    
〒 864-8686（住所不要）
荒尾市役所　秘書広報課広報広聴係
E メール：kouhou@city.arao.lg.jp

広 報紙を読んでの感想、今後取り上げてほしい
こと、広報紙の発行が月 1回であることへの

意見（平成 24 年 3 月号までは月 2 回発行）や荒
尾市への思いなどをお聞かせください。お寄せい
ただいた皆さんからの声は今後の広報紙作りに生
かしていきます。
　なお、それぞれの意見に個別回答はしませんの
で、ご了承ください。
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